
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書館利用規程  

 

２２ 国研 セ第 １２ － １１ ９号  

平 成 ２ ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日  

最終改正  ２国研セ第２１０３１９０４号  

令 和  ３ 年  ３ 月 ２ ４ 日  
 

（目的）  

第１条 この規程は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター図書管理規程（２２

国研セ第１２－１１８号）第１１条の規定に基づき、国立研究開発法人国際農林水産業

研究センター（以下「センター」という。）図書館（以下「図書館」という。）の利用

に関し必要な事項を定めることを目的とする。  
 

（利用) 

第２条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は次のとおりとする。  

（１）センター役員及び職員並びに契約職員（以下「役職員等」という。）  

（２）センター招へい研究者及び講習生又はこれらに準ずる者（以下「関係者」という。） 

（３）別表に掲げる相互利用申し合わせ機関の職員（以下「相互利用機関職員」という。） 
（４）その他センター図書館が所蔵する資料（以下「図書資料」という。）の利用を希望

する者（以下「一般利用者」という。）  

 

（開館日時）  

第３条 図書館の開館日及び開館時間は、次の各号に定める日を除く午前９時から午後４

時までとする。ただし、午後０時から午後１時までの間は、利用を制限するものとする。 
（１）土曜日  

（２）日曜日  

（３）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（４）１２月２８日から翌年１月４日までの日  

２ 情報広報室広報資料科長（以下「科長」という。）が必要と認める場合には、臨時に

休館又は開館時間を変更することができる。  
 

（入館）  

第４条 利用者は入館に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。  

（１）役職員等及び関係者は、入館時にセンターから交付されるネームプレートを携帯し、

センター図書館職員（以下「係員」という。）の請求があるときは、これを提示しな

ければならない。  
（２）前号以外の利用者は、入館時に住所、氏名等を外部利用者受付書（別紙様式）に記

入するものとする。  

 

 



（閲覧）  

第５条 図書資料は、原則として自由に閲覧することができる。ただし、利用後は必ず所

定の場所又は係員に返却しなければならない。  

  

（利用の制限）  

第６条 次のいずれかに該当する場合には、当該図書資料の利用を制限することができ

る。  

（１）個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にするこ

とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報が記録されていると認めら

れる場合にあっては、当該情報が記録されている部分。ただし、次に掲げる情報を除

く。  

ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報  

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報  
ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第２項に規定する特定独立行政

法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方

独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員

等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分  

（２）法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当

該情報が記録されている部分。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するた

め、公にすることが必要であると認められる情報を除く。  

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの  

イ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもので

あって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの  

（３）当該図書資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人

から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間 

（４）当該図書資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生



じるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用さ

れている場合  

 

（館外貸出）  

第７条   役職員等及び関係者並びに相互利用機関職員は、所定の手続きを経て、図書資料

の館外貸出を受けることができる。  
２ 図書資料の貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。  

（１）貸出冊数は、原則として１回に１０冊までとする。  

（２）貸出期間は次のとおりとする。  

ア 単行書・資料については、１か月以内  

イ 逐次刊行物については、１週間以内。ただし、受入日から起算して７日間は原

則として貸出は行わない。  
ウ 研究課題等に配分された経費で購入した図書資料については、当該目的の調査

研究終了時まで  

（３）科長が必要と認めた場合には貸出冊数及び貸出期間を変更することができる。  

３ 貸出を受けた者は、当該貸出図書資料を責任を持って保管し、他人に転貸ししてはな

らない。  

 
（館外貸出をしない図書資料）  

第８条 新聞、視聴覚資料、禁帯出の表示のある資料及び科長が不適当と認めた資料は、

館外貸出を行わない。  

２ 前項の規定に係わらず、科長が考慮すべき理由があると認めるときは、貸出をするこ

とができる。  

 
（返却）  

第９条 貸出を受ける資格を失ったときは、直ちに返却しなければならない。  

２ 科長は、必要と認めたときは、貸出期間内に係わらず、その図書資料の返却を求める

ことができる。  

 

（参考調査）  
第１０条 利用者は調査研究のため、次について相談し又は調査を依頼することができ

る。  

（１）センター及び他の相互利用図書館等の利用に関すること 

（２）学術文献の書誌、所在情報に関する調査  

（３）特定事項に関する調査又は参考文献の紹介  

２ 前項の規定に係わらず、相互利用機関職員及び利用者が利用できる依頼は、原則とし

て前項第１号及び２号に規定するものに限る。  

 

（文献複写）  

第１１条 利用者は、調査研究の用に供することを目的とする場合に限り、文献複写を依



頼することができる。  

２ 前項の複写に関し必要な事項は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター文献

複写規程（１６国研セ第３－１２５号）の定めるところによる。  

 

（損害賠償）  

第１２条 利用者が、故意又は過失により、図書資料を紛失、汚損し、又は機器その他の

設備をき損したときは、直ちに科長に届け出るとともに、原状に回復し、又はその損害

に相当する費用を賠償しなければならない。  

 

（規程の遵守等）  

第１３条   利用者は、この規程を遵守するとともに、科長の指示に従わなければならない。 

２ 前項の規定に従わない者に対しては、図書館の利用を制限することができる。  
 

（個人情報の漏えい防止）  

第１４条 図書資料に記録されている個人情報（生存する個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）をいう。）については、国立研究開発法人国際農林水産

業研究センターにおける個人情報の適正な取扱いのための措置に関する規程（１６国研

セ第３－１１８号）の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。 

 

（目録等の開示）  

第１５条 利用者の閲覧に供するため、図書資料の目録及びこの規程を館内に常時備え付

けるものとする。  
 

（雑則）  

第１６条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に際し必要な事項については、別

に定める。  

 

 
附 則（平成２２年１２月２８日 ２２国研セ第１２－１１９号）  

 この規程は、平成２３年１月１日から施行する。  

 

附 則（平成２３年３月１５日 ２２国研セ第３－５５号）  

 この規程は、平成２３年３月１５日から施行する。  

 
   附 則（平成２７年３月３０日 ２６国研セ第１５０３２６１１号）  

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平成２８年３月３１日 ２７国研セ第１６０３２２３６号）  



 この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

   附 則（令和３年３月２４日 ２国研セ第２１０３１９０４号）  

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。  

 



別表（第２条関係）  

 

相互利用申し合わせ機関  

 

 農林水産省が所管する試験研究を業務とする独立行政法人  

 

 農林水産省農林水産技術会議事務局  

 
 農林水産省の試験研究機関  

 

 


